


研究職 1.1％

医療職 1.5％

行政職 5.9％

医療職 0.0 ％

教育職（二）
0.3％

行政職 2.4％

研究職 0.1％

医療職 0.0％
公安職
19.3％

教育委員会
14,972人 65.5％

小・中教育職
33.8％

教育職（一）
18.2％

行政職
17.0％

知事部局
3,602人 19.6％

教育委員会
10,683人 58.2％

警察
4,011人 21.8％

総計
18,363
人

人事委員会の給与勧告の対象となる職員は、給与条例の適用を受ける職員１８，３６３人です。
（令和６年４月１日現在）

行政職 0.4％

その他 67人 0.4％
（議会事務局、監査事務局等）



人事委員会では、職員と民間の４月分の給与（月例給）を調査した上で、精密に比較し、得られた較差を埋めるこ
とを基本に勧告を行っています。
また、特別給についても、民間の特別給（ボーナス）の過去１年間の支給実績を精確に把握し、民間の年間支給

割合に職員の特別給（期末手当・勤勉手当）の年間支給月数を合わせることを基本に勧告を行っています。

職員給与実態調査
４月分個人別給与 【対象人数：18,363人】

職員給与（行政職）と民間給与を比較
仕事の種類、役職段階、学歴、年齢を同じくする者同
士の給与を比較（ラスパイレス方式）

４月分給与
約8,400人を対象

給与改定等
の状況

ボーナス
昨年８月から
本年７月まで

県職員の特別給の支給月数と
民間の特別給の支給割合を比較

・情勢適応の原則
（民間準拠）

・均衡の原則

給料表・手当の改定内容を決定

人 事 委 員 会 勧 告

事業所別調査 従業員別調査

民間給与実態調査
企業規模５０人以上かつ事業所規模５０人以上

【県内２４４事業所抽出】

国家公務員
給与制度



月例給の民間給与との比較（ラスパイレス比較）においては、個々の職員に民間の給与額を支給したとすれば、
これに要する支給総額（A）が、現に支給されている給与額（B）に比べてどの程度の差があるかを算出しています。
具体的には、以下のとおり、役職段階、学歴、年齢階層別の職員の平均給与（注１）と、これと条件を同じくする民

間の平均給与（注２）のそれぞれに職員数を乗じた総額を算出し、両者の水準を比較しています。

行政職
(事務・技術)

（役職段階）

１級（主事）

２級（主事）

３級（主任）

４級（主幹）

５級（副参事）

６級・７級
（課長等）

８級・９級
（部長・次長等）

（学 歴）

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

（年齢階層）

２２・２３歳

（民間給与総額（A））

各役職段階ごとに、「１級」と同様、
学歴別、年齢階層別に民間給与
及び職員給与を算定

（職員給与総額（B））

民間給与総額
÷職員総数
＝381,001円（ａ）

職員給与総額
÷職員総数
＝370,943円（ｂ）

本年の較差10,058円（ 2.71％ ）
（算定方法）：（ａ）－（ｂ）

（注１）職員給与実態調査結果を基に算出
（注２）民間給与実態調査結果を基に算出

２０・２１歳

１８・１９歳

１８・１９歳

24・25歳
26・27歳

民間給与×職員数

民間給与×職員数

民間給与×職員数

民間給与×職員数

職員給与×職員数

職員給与×職員数

職員給与×職員数

職員給与×職員数



１ 月例給

・改定率 2.71% 改定額 10,046円
・初任給を始め、おおむね30歳台後半までの職員に重点を置きつつ、全ての職員を対象に全給料表
の改定
・初任給の引上げ（行政職 大卒 207,400円→ 232,100円、高卒 173,300円→ 197,300円）

２ 期末手当・勤勉手当

・年間の支給割合を0.10月分引上げ（4.50月分→ 4.60月分）
・民間の支給状況等を踏まえ、支給月数の引上げ分は、期末手当及び勤勉手当に0.05月分ずつ均等に配分

・令和 6年 4月1日：月例給、初任給調整手当、寒冷地手当（手当額の引上げ）
・令和 6年12月1日：期末手当・勤勉手当
・令和 7年 4月1日：寒冷地手当（支給対象公署の見直し）

５ 実施時期

３ 初任給調整手当

・医師に係る初任給調整手当について医師の処遇確保の観点から改定

４ 寒冷地手当

・手当額の引上げ
・新たな気象データに基づく支給対象公署の見直し



公務組織を支える多様で有為な人材を確保するためには、処遇面での取組が不可欠であり、給与制度のアップ
デートとして、様々な側面から包括的な見直しを行う。

１ 給料 初任給・若年層の水準を大幅引上げ
主任級以上はより職責重視の体系とし、特に次長級以上は役割に見合う処遇に抜本的に見直し

２ 地域手当 国家公務員の改定に準じて、支給地域・支給率を改定

４ 通勤手当等 通勤手当の支給限度額を月15万円に引上、新幹線通勤及び単身赴任手当の支給要件緩和

３ 扶養手当 配偶者に係る手当を廃止、子に係る手当を増額

５ ボーナス 成績優秀者への勤勉手当の支給上限を引上げ

６ その他手当 管理職員の平日深夜勤務に対する手当の対象時間帯拡大
定年前再任用短時間勤務職員等の手当拡大

７ 在宅勤務等手当 在宅勤務等を中心とした働き方をする職員の、在宅勤務等に伴う費用負担を軽減する
ため、在宅勤務等手当を新設

８ 初任給基準 行政職（高卒）の初任給基準を引上げ

【令和７年４月１日実施（初任給・若年層の水準引上げは令和６年４月に先行実施）】


